
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

委
託
し
た
公
金
事
務
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
等
及
び
委
託
期
間 

              

二 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
指
定
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

三 

委
託
を
し
た
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

   

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
及
び
マ
ル
チ
メ
デ
ィ

ア
キ
オ
ス
ク
端
末
を
設

置
し
て
い
る
加
盟
店
舗

並
び
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ
を
利
用

し
て
納
付
さ
れ
る
自
動

車
税
、
個
人
事
業
税
及

び
不
動
産
取
得
税
に

係
る
徴
収
金
の
収
納

事
務 

公

金

事

務 

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三

番
三
号 

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ 

代
表
取
締
役
社
長 

鈴
木 
正

範 指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
、 

住

所

又
は

事

務

所

の

所
在

地 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら

令
和
九
年
三
月
十
七
日
ま

で 委

託

期

間 
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